
西九州大学科学研究費補助金事務取扱要項 
                         (平成１９年１１月１日制定) 
(趣旨) 
１ 西九州大学(以下「本学」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興
会の科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律１７９号)、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律施行令(昭和３０年政令第２５５号)、科学研究費補助金取扱規程(昭
和４０年文部省告示第１１０号)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基
盤研究等)取扱要領(平成１５年１０月７日規程第１７号)に定めるもののほか、この要項
の定めるところによる。 

(定義) 
２ この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 （１）部局等  各学部、研究科及び事務局をいう。 
 （２）部局長等 前項に定める部局等の長をいう。 
 （３）研究者  科研費の研究代表者及び研究分担者をいう。 
 （４）直接経費 科研費の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な 
   経費をいう。 
 （５）間接経費 科研費の補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をい 
（科研費に係る諸手続き） 
３  本学は、科研費に係る諸手続きとして次の各号に掲げる事項を行うものとする。 
（１）応募、交付申請に係る手続に関すること。 
（２）交付申請書の記載内容の変更に係る手続に関すること。 
（３）実績報告に係る手続に関すること。 
（４）研究成果報告に係る手続に関すること。 
（５）間接経費に係る事務手続に関すること。 

(科研費の通知) 
４  学長は、研究者から受領の委任を受けた研究費について、これを受領したときは、 
研究者の所属部局長等に通知するものとする。 

(直接経費の管理)  
５  直接経費の管理は、総務課長がこれを行う。 
６  総務課長は、直接経費を学長の名義で直ちに預金しなければならない。 
７  直接経費の預金より生じた利息については、当該研究を遂行するために必要な経費に 
充当するものとする。 

(間接経費の譲渡) 
８  研究者は、間接経費の交付を受けたときは、学長に譲渡しなければならない。 

 



(間接経費の管理) 
９  学長は、研究者から間接経費の譲渡を受けたときは、直ちに本学の収入として受け入
れるものとする。 

(間接経費の送金) 
１０ 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者が他の研究機関に所属すること
となる場合には、直接経費の３０％に相当する額の間接経費を当該他の研究機関に送金

するものとする。 
(経理事務の取扱い) 
１１ 直接経費に係る経理事務は、本学の会計諸規程に準じて取り扱うものとする。 
(契約名義者) 
１２ 直接経費に係る契約の名義者は、学長とする。 
(交付前の研究実施) 
１３ 研究者は、科研費の交付前に当該研究のための必要経費を使用する場合には、科学 
研究費補助金交付前使用計画書(別紙様式 第１)を研究者の属する部局長等に提出し、学
長の承認を受けなければならない。 

(寄附の受入) 
１４ 研究者は、直接経費により購入した備品又は図書(以下「設備等」という。)について、 
本学に寄附するものとする。 

１５ 学長は、研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、 
 前項の規定により寄附を受けた設備等を当該研究者に返還するものとする。 
１６ 他省庁からの科学研究費補助金は、当該補助金に係る法令等に定めるもののほか、 
この要項を準用するものとする。 
附 則 

この要項は平成１９年１１月１日から施行する。 
  附 則（平成２１年９月２４日一部改正） 
 この要項は平成２１年９月２４日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
                                                                        
 
 


